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村の将来像●自立・活力・協働による元気な村の創造

感
染
者
の
確
認
状
況
等

　

県
内
で
は
、
4
月
18
日
（
日
）
に
8
名

の
新
規
感
染
者
が
確
認
さ
れ
、
累
計
の
感

染
者
数
は
1
，
3
3
1
人
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
17
日
（
土
）、
県
内
の
医
療
機

関
に
入
院
中
の
県
民
の
方
1
名
が
お
亡
く

な
り
に
な
り
ま
し
た
。
本
県
の
新
型
コ
ロ

ナ
に
関
す
る
死
亡
事
例
は
累
計
で
27
人
と

な
り
、
高
齢
者
の
方
が
立
て
続
け
に
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
謹
ん
で
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
と
と
も
に
、
ご
遺
族

の
皆
様
に
心
よ
り
お
悔
や
み
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

高
齢
者
が
感
染
し
ま
す
と
、
重
症
化
リ

ス
ク
が
高
く
死
亡
に
至
る
例
も
み
ら
れ
る

ほ
か
、
回
復
も
遅
く
長
期
入
院
の
傾
向
と

な
り
、
病
床
ひ
っ
迫
の
原
因
と
も
な
り
ま

す
。

　

県
民
の
皆
様
に
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
は
死

に
至
る
場
合
も
あ
る
病
気
で
あ
る
こ
と
を

改
め
て
ご
認
識
い
た
だ
き
、
感
染
防
止
対

策
を
し
っ
か
り
実
践
さ
れ
る
よ
う
お
願
い

し
ま
す
。
特
に
、
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
を

お
持
ち
の
方
が
感
染
し
な
い
よ
う
、
家
族

の
方
だ
け
で
は
な
く
、
介
護
施
設
な
ど
高

齢
者
の
周
囲
に
お
ら
れ
る
方
は
、
今
一
度
、

感
染
防
止
対
策
の
徹
底
に
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

N
5
0
1
Y
変
異
株
の
確
認

　

４
月
17
日
（
土
）、
民
間
の
検
査
機
関

に
よ
る
変
異
株
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査

の
結
果
、
本
県
内
で
発
生
し
た
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
者
２
名
か
ら
、

N
5
0
1
Y
変
異
の
あ
る
変
異
株
が
確
認

さ
れ
ま
し
た
の
で
、
県
民
の
皆
様
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

な
お
、
速
や
か
に
国
立
感
染
症
研
究
所

に
検
体
を
送
り
、
全
ゲ
ノ
ム
解
析
を
行
っ

て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。
解
析
結
果
に
つ

い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
県
民
の
皆
様
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　

県
民
の
皆
様
に
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に

感
染
の
リ
ス
ク
が
身
の
回
り
に
常
に
あ
る

と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
だ
き
、
こ
ま

め
な
手
洗
い
や
正
し
い
マ
ス
ク
の
着
用
、

消
毒
、
換
気
を
は
じ
め
、
３
つ
の
密
を
避

け
る
な
ど
の
「
新
し
い
生
活
様
式
」
を
し

っ
か
り
と
徹
底
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し

ま
す
。

医
療
提
供
体
制
の
充
実

　

山
形
市
の
感
染
拡
大
な
ど
の
状
況
を
受

け
、
村
山
地
域
を
中
心
に
医
療
ひ
っ
迫
の

度
合
い
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た

状
況
を
受
け
、
4
月
9
日
（
金
）、
県
立

中
央
病
院
に
２
床
、
県
立
河
北
病
院
に
６

床
の
新
型
コ
ロ
ナ
専
用
病
床
の
増
床
を
図

っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
れ
に
加
え
ま
し

て
、
村
山
地
域
の
医
療
機
関
に
５
床
、
県

立
新
庄
病
院
に
２
床
を
増
床
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
、
県
全
域
に
お
い
て
更
な
る

病
床
の
確
保
を
進
め
、
医
療
崩
壊
を
引
き

起
こ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。

　

重
ね
て
の
お
願
い
に
な
り
ま
す
が
、
大

切
な
ご
家
族
や
ご
親
族
、
ご
友
人
、
そ
し

て
ご
自
身
を
新
型
コ
ロ
ナ
か
ら
守
る
た
め

に
、
基
本
的
な
感
染
防
止
対
策
で
あ
る
こ

ま
め
な
手
洗
い
や
正
し
い
マ
ス
ク
の
着
用
、

消
毒
、
換
気
を
は
じ
め
、
３
つ
の
密
を
避

け
る
な
ど
の
「
新
し
い
生
活
様
式
」
の
徹

底
を
お
願
い
し
ま
す
。

咳
エ
チ
ケ
ッ
ト

　
咳
が
出
る
と
き
は
マ
ス
ク
を
着
用

し
、
咳
や
く
し
ゃ
み
を
す
る
場
合
は

マ
ス
ク
や
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
袖
口
な
ど

で
口
と
鼻
を
お
さ
え
る
な
ど
で
、
飛

沫
防
止
に
つ
と
め
ま
し
ょ
う
。

こ
ま
め
な
手
洗
い
や

ア
ル
コ
ー
ル
製
剤
で
の
消
毒

　
外
出
先
か
ら
の
帰
宅
時
や
、
調
理

の
前
後
、
食
事
前
な
ど
こ
ま
め
に
手

を
洗
っ
て
く
だ
さ
い
。
石
け
ん
で
洗

い
終
わ
っ
た
ら
十
分
に
水
で
流
し
、

清
潔
な
タ
オ
ル
や
ペ
ー
パ
ー
タ
オ
ル

な
ど
で
よ
く
拭
き
取
っ
て
乾
か
し
ま

し
ょ
う
。
ア
ル
コ
ー
ル
製
剤
で
の
消

毒
も
効
果
的
で
す
。

発
熱
や
咳
の
症
状
が
あ
る
方

　
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
極
力

外
出
や
人
と
の
接
触
を
控
え
て
く
だ

さ
い
。

　
速
や
か
に
相
談
窓
口
に
電
話
い
た

だ
き
、
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
に

感
染
拡
大
防
止
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
！

ご
協
力
く
だ
さ
い
！
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（
※
令
和
三
年
四
月
十
八
日
現
在
）

（
※
令
和
三
年
四
月
十
八
日
現
在
）
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発熱や熱などの症状がある場合 発熱や熱などの症状がない場合

かかりつけ医療機関がある
　受診前に、かかりつけ医療機
関へ必ず電話で受診相談をお願
いします。相談を受けた医療機
関で対応できないときは、最寄
りの対応医療機関をご案内しま
す。発熱等の患者の診療や検査
を行う「診療・検査医療機関」
が診察します。

かかりつけ医療機関がない
（または休診）

　受診相談コールセンターへ受診相談を
お願いします。発熱等の患者の診療や検
査を行う「診療・検査医療機関」をご案
内します。
受診相談コールセンター
　℡ 0120-88-0006（フリーダイヤル）
　受付時間：24時間（土日祝日も含む）

　感染していないか心配な方、予防
方法を聞きたい方などは、一般相談
コールセンターもしくは厚生労働省
へ電話相談をお願いします。
　一般相談コールセンター
　℡ 0120-56-7383
　　　　　　 （フリーダイヤル）
　受付時間　8：30から18：00
　　　　　　 （土日祝日も含む）

厚生労働省「電話相談」　℡ 0120-56-5653
受付時間 9：00 から 21：00（土日祝日も含む）
※聴覚や言語に障がいのある方の相談窓口↓
FAX 023-625-4294（平日８：30 ～ 17：15）

ワクチン接種に関する問い合わせ先
山形県ワクチンコールセンター　℡ 0120-567-690
　受付時間８：30 ～ 17：15（土日祝日も含む）
戸沢村健康福祉課コロナワクチン対策班　℡ 0120-567-174
　受付時間９：00 ～ 17：00（土日祝日を除く）

山形県における新型コロナ対応の目安
（注意・警戒レベル）※令和３年４月末現在

新型コロナウイルス感染症に関する問い合わせ先

庄内・置賜・最上地域（戸沢村も該当）
レベル３［警戒］；感染の広がりが懸念される状態
　感染発生の状況や特徴に応じた注意喚起や感染防止対策の徹底
を協力依頼
例①高齢者や基礎 疾患のある重症化リスクの高い方に対し、よ

り慎重な行動を呼びかけ。
　②感染が発生した施設と同様の業態の業界団体及び事業者に対

し、ガイドライン遵守の徹底を依頼。

村　山　地　域
レベル４［特別警戒］：感染が拡大傾向にある状態
　レベル３に加え、感染発生の状況や特徴に応じた行動を協力依頼
例①ガイドライン実践施設の利用を呼びかけ。
　②実践していない施設の利用を控えるよう呼びかけ。

山　　形　　市
レベル５［非常事態］
 ：感染が拡大し医療提供体制のひっ迫が懸念される状態
県独自の非常事態宣言の発出
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第９項に基づき以下
の事項を協力要請
例①不要不急の外出自粛。
　②ガイドラインを実践しない施設の利用自粛。
　③ガイドラインを実践しない施設の営業自粛休業。
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　４月７日（水）、とざわふれあいセンターにて、北部地
区老人福祉相談員を退任される佐藤征士さん（向名高）に、
感謝状が贈呈されました。佐藤さんは平成28年４月１日
から令和３年３月31日まで計５年間にわたり、北部地区の
一人暮らし高齢者の見守り活動を行って頂きました。これ
までの長きにわたる活動、本当にありがとうございました。
　また同日、北部地区の老人福祉相談員として柿﨑幸子さ
ん（向名高）に委嘱状が交付されました。本村においても
一人暮らし高齢者が年々増加し、ますます老人福祉相談員
の役割が重要となっています。今後ともよろしくお願いい
たします。

一人暮らし高齢者の安心のために

　４月７日（水）、戸沢学園開校式が行われました。
　開校式では、大町由美子 校長より「九年間を見通した
これまでの教育の積み重ねを大切にしながら（中略）皆が
つながって何かを成し遂げたり、創り上げたりすることに、
喜びと誇りを持っている学校を目指します。」そして、児
童生徒代表 佐藤このはさんより「相手と同じ目線に立ち、
相手の立場になって考えてみること。違いを受け入れ、理
解しようとする姿勢を忘れずに、九学年の壁をなくしてい
きたいです。」と挨拶がありました。

　これまでの小中一貫教育を更に推し進めていくため、戸
沢学園は、今年度より義務教育学校としてスタートします。
　学校組織の一体化を図り、子どもにかかわる体制を強化
し、複数の目で、かつ長いスパンで見ていく体制を構築し
ます。小学校、中学校と別々ではなく、一つの戸沢学園と
して、一体感と学校への誇りとプライドを育てていく新し
い学校環境づくりに、今後も目が離せません！

戸沢学園　開校式

−園児 児童の皆さんご入所・ご入学おめでとうございます！−

４月６日（火）戸沢保育所入所式４月６日（火）戸沢保育所入所式 ４月７日（水）戸沢学園入学式４月７日（水）戸沢学園入学式



● 5 ●

2 0 2 1 . 5 . 1  N o . 5 9 4

令和３年度　
戸沢村新規
採用職員
紹介◆所　　属

◆出　　身
◆意気込み

拝
啓　

藤
沢
周
平 

さ
ま

　

如
月
の
時
分
に
は
こ
の
村
を
一
面
覆
っ
て
い
た
真
っ
白
な
布
団
は
、
卯
月
の
陽
光
と
、

春
雨
と
呼
ぶ
に
は
ま
だ
幾
分
冷
た
い
雨
に
よ
っ
て
、
大
地
の
下
へ
、
ま
た
そ
の
一
部

は
空
へ
と
消
え
急
い
で
い
る
よ
う
で
す
。
家
々
の
日
陰
な
ど
に
残
る
布
団
の
端
切
れ
は
、

黒
み
を
帯
び
て
居
心
地
悪
そ
う
に
、
ど
こ
か
恥
ず
か
し
そ
う
に
、
ま
た
は
そ
の
存
在
の

申
し
訳
な
さ
故
に
、
黒
み
を
帯
び
て
目
立
た
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ

り
ま
す
。

　

雪
解
け
に
関
し
て
、
思
い
出
す
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
二
十
年
近
く
前
の
こ
と
で
し

ょ
う
か
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
第
一
で
放
送
さ
れ
て
い
た「
か
ん
さ
い
土
曜
ほ
っ
と
タ
イ
ム
」

の
「
お
も
し
ろ
人
物
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
を
聞
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。

そ
の
ゲ
ス
ト
の
方
の
詳
細
は
覚
え
て
い
な
い
が
、
そ
の
御
仁
が
、
新
潟
の
と
あ
る
小
学

校
で
、
子
ど
も
た
ち
と
の
交
流
の
中
で
、
こ
う
聞
い
た
そ
う
で
す
。「
雪
が
解
け
た
ら

何
に
な
り
ま
す
か
」
と
。
あ
な
た
様
は
、
い
か
が
ご
返
答
さ
れ
ま
す
か
。
私
は
、「
そ

り
ゃ
、
水
に
な
る
に
決
ま
っ
ち
ょ
ろ
う
が
。
な
ん
で
こ
ん
な
事
を
聞
い
た
の
だ
ろ
う
」

と
思
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
彼
ら
は
こ
う
答
え
た
そ
う
で
す
。「
雪
が
解
け
た
ら
春

に
な
り
ま
す
」
と
。
そ
れ
を
聞
い
た
瞬
間
、奥
歯
に
力
が
入
り
、私
は
目
を
伏
せ
ま
し
た
。

腹
を
切
り
た
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
自
害
し
て
し
ま
っ
て
は
、
目
を
輝
か

せ
て
そ
う
答
え
た
で
あ
ろ
う
子
ど
も
た
ち
に
あ
ま
り
に
も
申
し
訳
な
さ
す
ぎ
る
わ
け
で

す
。
数
分
の
間
に
私
は
ひ
ど
い
恥
を
二
度
か
い
た
わ
け
で
す
が
、
以
後
、
自
分
は
生
き

恥
を
さ
ら
し
な
が
ら
で
も
生
き
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

申
し
遅
れ
ま
し
た
が
、
國く
に
み
ね峯
充み
つ
ひ
ろ浩
と
申
し
ま
す
。
令
和
三
年
四
月
、
戸
沢
村
よ
り
地

域
お
こ
し
協
力
隊
と
し
て
の
任
務
を
仕
り
、
役
場
の
ま
ち
づ
く
り
課
に
机
を
置
か
せ
て

い
た
だ
き
な
が
ら
、
村
内
の
方
々
（
哺
乳
類
、
鳥
類
、
爬
虫
類
、
両
生
類
、
魚
類
、
昆

虫
類
、
植
物
・
菌
類
、
精
霊
）
と
の
交
流
を
楽
し
ん
で
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

あ
な
た
が
、
生
ま
れ
た
山
形
県
で
暮
ら
せ
る
こ
と
を
心
か
ら
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。

敬
具　

　

ご
意
見
、
ご
質
問
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

地
域
お
こ
し
協
力
隊

地
域
お
こ
し
協
力
隊
日日じ
つ
げ
つ
し
ょ
う

じ
つ
げ
つ
し
ょ
う

月
抄
月
抄

第
一
話

小
お の

野　陽
はるき

希
◆産業振興課
◆野口
◆戸沢村のより良いまちづくり

に貢献できるよう努めていき
ます。宜しくお願い致します。

大
おおやま

山　佳
か な

奈
◆まちづくり課
◆畑ケ
◆今はまだ頼りないですが、皆

様のお役に立てるよう精一杯
頑張ります。

小
こすみ

角　崇
たかよし

祥
◆危機管理室
◆上松坂
◆村民の皆様に頼りにされる

職員になれるよう頑張ります。
よろしくお願い致します。

早
はやさか

坂　由
ゆ り

里
◆戸沢保育所
◆酒田市
◆精一杯頑張ります！！
　よろしくお願い致します！！

荒
あらかわ

川　佑
ゆうと

人
◆総務課
◆向名高
◆村民の皆様のため、自分がで

きることに着実に取り組んで
参ります。
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身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
方
の

軽
自
動
車
税
の
減
免
に
つ
い
て

　

身
体
等
に
障
が
い
の
あ
る
方
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
等
で
、
一
定
の
要
件
に

当
て
は
ま
る
も
の
は
、
申
請
に
よ
り
本

税
の
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

減
免
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
所
定
の

減
免
申
請
書
に
関
係
資
料
を
添
付
し
て
、

住
民
税
務
課
税
務
係
ま
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
県
税
の
自
動
車
税
と
重
複
で

の
免
除
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
軽

自
動
車
の
ほ
か
に
乗
用
車
を
お
持
ち
の

方
は
、
県
税
の
自
動
車
税
の
減
免
を
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

減 免 申 請 に
必 要 な 書 類

軽
自
動
車
税
減
免
申
請
書

軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書

身
体
障
害
者
手
帳
等
の
写

自
動
車
運
転
免
許
証
の
写

口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

税
金
や
各
使
用
料
の
納
付
は
口
座
振

替
が
便
利
で
す
。

　

口
座
振
替
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
金

融
機
関
へ
出
か
け
る
手
間
や
納
め
忘
れ

を
な
く
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。　
　

令
和
３
年
度
月
別
納
税
表

月 税　　目 期　別 納　　　　　期

５  月 軽 自 動 車 税
固 定 資 産 税

全 　 期
第 1 期 　５月１６日 ～ 　５月３１日

６  月 村 ・ 県 民 税
固 定 資 産 税

第 1 期
第 2 期 　６月１６日 ～ 　６月３０日

７  月 村 ・ 県 民 税
国 民 健 康 保 険 料

第 2 期
第 1 期 　７月１６日 ～ 　８月　２日

８  月 国 民 健 康 保 険 料 第 2 期 　８月１６日 ～ 　８月３１日

９  月 固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 料

第 3 期
第 3 期 　９月１６日 ～ 　９月３０日

10  月 村 ・ 県 民 税
国 民 健 康 保 険 料

第 3 期
第 4 期 １０月１６日 ～ １１月　１日

11  月 固 定 資 産 税
国 民 健 康 保 険 料

第 4 期
第 5 期 １１月１６日 ～ １１月３０日

12  月 村 ・ 県 民 税
国 民 健 康 保 険 料

第 4 期
第 6 期

１２月１０日 ～ １２月２７日
１２月１６日 ～ １２月２７日

１  月 国 民 健 康 保 険 料 第 7 期 　１月１６日 ～ 　１月３１日

２  月 国 民 健 康 保 険 料 第 8 期 　２月１６日 ～ 　２月２８日

※口座振替は毎月25日です。（土日祭日の場合は、翌日の振替となります）
　水道料金下水道使用料の再振替は行いません。

　

各
金
融
機
関
に
口
座
振
替
依
頼
書
を

備
え
て
お
り
ま
す
の
で
、通
帳
・
印
鑑
・

税
額
通
知
書
等
を
持
参
し
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

口
座
振
替
は
、
手
続
き
の
翌
月
か
ら

開
始
さ
れ
ま
す
。
申
込
み
月
が
納
期
限

の
税
金
・
使
用
料
は
納
付
書
で
納
め
て

く
だ
さ
い
。

納付可能な金融機関

も
が
み
中
央
農
協

山
形
銀
行

荘
内
銀
行

き
ら
や
か
銀
行

新
庄
信
用
金
庫

東
北
労
働
金
庫

北
郡
信
用
組
合

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

口座振替可能な税金・使用料

村
税
（
村
県
民
税
・
固
定
資

産
税
・
軽
自
動
車
税
）

介
護
保
険
料

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

保
育
料

水
道
料
金
下
水
道
使
用
料

村
営
住
宅
使
用
料

問
い
合
わ
せ
先　

住
民
税
務
課
税
務
係

　
　
　
　
　
　
　

☎
７
２

−

２
３
２
６
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本と鍵の季節／米澤　穂信

　堀川次郎は高校二年の図書委員。利用者のほ
とんどいない放課後の図書室で松倉詩門と当
番を務めている。ある日、図書委員を引退した
先輩女子が訪ねてきた。亡くなった祖父が遺し
た開かずの扉の金庫、その番号を探り当ててほ
しいというのだが…。

　あなたの好きな本、人におすすめしたい本を、短い
文とイラストで紹介してみませんか？優秀作品は中
央公民館に展示、最も良い作品を描いてくれた人に
は、お好きな本を一冊（上限2,000円）プレゼントし
ます！
　募集期間は、５月６日（木）～９月１０日（金） です。
応募用紙は中央公民館図書室で配布しています。

　鮭川村在住の絵本作家、ラーワーちひろさんをお迎
えします。
日時：令和３年６月１２日（土）
場所：戸沢村中央公民館
詳細は来月の広報とざわに掲載いたします。
おたのしみに！

５月図書室カレンダー図書POP大募集図書POP大募集

絵本作家講演会

日 月 火 水 木 金 土

　 　 　 　 　 　
1
午前

2
休館

3
休館

4
休館

5
休館

6
夜間

7
夜間

8
午前

9
休館

10 11 12 13
夜間

14
夜間

15
午前

16
休館

17 18 19 20
夜間

21
夜間

22
午前

23
休館

24 25 26 27
夜間

28
夜間

29
午前

30
休館

31
　 　 　

端正な折り紙／山口　真

　日本や海外の有名な折り紙作家による、複
雑で独創的な折り紙作品を収録した一冊です。
今にも動き出しそうな躍動感のある馬やウサ
ギ、空想上のキャラクターを題材にした作品
など、折り紙作家たちの独創性あふれる作品
がとても魅力的です。

少量でもおいしくできる 
　  はじめての梅しごと手帖／若山　曜子

　ジッパー袋でできる、梅しごと。梅干し、
梅シロップ、梅ジュース…。今年こそ、梅し
ごとを始めてみませんか？少量でつくるから、
保管場所を取らずに手軽にできます。「保存袋
でできる梅干し」ほか、すべて梅５００グラ
ムから作れるレシピが紹介されています。

３日（月）～５日（水）は祝日のため休館いたします。

戸沢村中央公民館図書室戸沢村中央公民館図書室

本のススメ　 本のススメ　 

vol.98vol.98

えほんの森
～わくわくのおはなしかい～

日時：令和３年５月１５日（土）
　　　午前10時～（１時間程度）
場所：戸沢村中央公民館図書室
対象：０歳５か月～５歳児とその
　　　ご家族

　申し込みは不要です。
お気軽にご参加ください。
絵本のよみきかせ
や、手遊びな
どで楽しい時
間を過ごしま
しょう！
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中央診療所に
　あたらしい先生がいらっしゃいました！

戸沢村中央診療所　ＴＥＬ０２３３－７２－３３６３

お名前

　　 佐
さ と う

藤　裕
ひ ろ と

人　先生
　出　　身：米沢市
出身大学：自治医科大学
専　　門：消化器内科
趣　　味：家庭菜園
診 察 日：火曜日 午前
　医師として心掛けていること

「患者さんの命を守るために、先回りして
問題解決に取り組むこと。」

　予防接種法に基づく定期予防接種について、戸沢村以外で受ける場合でも接種費用が無料になります。それに
伴い、今まで発行していた予防接種券は不要になります。直接希望する医療機関に行っていただいて構いません。

　妊娠中や産後、子育て中の方、それぞれに抱える悩みや不安に対して保健師・助産師・栄養士が相談に応じたり、
講師によるヨガやアロマ体験、ベビーマッサージでリフレッシュするなど、ママ同士・子ども同士の交流の場と
なっています。 ５／　７ （金）ベビーマッサージ ８／２０（金）助産師による個別相談

６／１１（金）ヨガ教室 ９／１７（金）アロマ体験
７／　９ （金）ベビーマッサージ

健 康 福 祉 課 か ら の お 知 ら せ

予防接種券が不要になりました！

子育てサロンのお知らせ〜上半期分〜

　　どうぞよろしくお願いします♪　

お名前

　　桃
ももさき

﨑　さゆり　先生
　出　　身：山形市
出身大学：自治医科大学
専　　門：内科
趣　　味：温泉めぐり
診 察 日：木曜日 午前
　医師として心掛けていること

「患者さんがあたたかい気持ちになるよう
に接すること。」
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　戸沢村では１歳児～就学前（保育所年長まで）のお子さんに限り、フッ素塗布受診が無料となります。下記
の通り実施しますが、個別通知しませんのでご承知おきください。
　
【実 施 日】4 ／ 16（金）・5 ／ 12（水）・7 ／ 2（金）・8 ／ 4（水）・10 ／ 22（金）
　　　　　　11 ／ 24（水）・2 ／ 25（金）・3 ／ 9（水）
【受付時間】12：45 ～ 13：00
【場　　所】戸沢村保健センター

※下記の事項にご留意の上、無理のない範囲でお越しください。
①　健診日当日又は、前日に37.5℃以上の発熱・咳・鼻水・下痢など、体調が悪い方、風邪の症状がある方の来所、

付き添いはお控えください。
②　入室の際は、アルコールにて手指消毒をお願いします。
③　来所時は、マスクの着用をお願いします。
　＊健診受診前に、受診されるお子様と同伴の方全員の体調についておたずねします。場合によっては、受診

をお断りすることもありますので、ご理解をお願いします。
　＊帰宅後、お子様や保護者の方は手洗い・うがい等感染症予防対策の徹底をお願いします。

　母乳育児における母親の心身の負担を軽減し、母子の健康保持を図るため助産院による通所若しくは訪問型の
乳房マッサージ及び授乳指導、育児相談等に関し、その費用の全部又は一部を村が補助します。
　【対　象　者】戸沢村内に住所を有する出産後１年未満の産婦及びその乳児のうち、次のいずれかに該当するもの。
①　育児不安を抱えていたり体調管理が必要な者や身近に相談できる者がいない者等、事業による支援が必要で

あると認められる者。
②　医療行為を必要としない者。
③　その他村長が必要と認める者。
【補 助 回 数】１回の出産に対して２回以内
【対象助産院】授乳相談室たかはし　助産師　髙橋　優さん
　　　　　　　新庄市常葉町３−５４　☎０９０−４２２２−１６９４
【補　助　額】

利用内容
補助額

１回目 ２回目

通所型乳房ケア ２, ０００円 ２, ０００円

訪問型乳房ケア ３, ０００円 ３, ０００円

通所型乳房ケア
　（生活保護世帯） ４, ０００円 ３, ５００円

訪問型乳房ケア 
　（生活保護世帯）

５, ５００円
 （車で１時間以上かかる場合は 

 ６, ０００円）

５, ０００円
 （車で１時間以上かかる場合は 

 ５, ５００円）

【利用申請について】対象者で希望される方は役場健康福祉課②番窓口で申請することが出来ます。
　
問い合わせ先
　戸沢村役場健康福祉課 健康推進係　☎ ０２３３−７２−２３６４

健 康 福 祉 課 か ら の お 知 ら せ

〜フッ素塗布のご案内-について〜

産後ケアにかかる費用を補助します！
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建 設 水 道 課 か ら の お 知 ら せ

　村民の安心・安全な住環境づくりを促進し、良好な景観形成を図るため、解体費用の一部（補助
率１／３ ・ 上限１００万円）を補助します。
　
受付期間：令和３年６月３０日（水）まで
　※予定件数を超える申込みがあった場合は危険性の高い住宅を優先させていただきます。
　
○補助対象となる空き家（次のすべてに該当する老朽危険空き家）

•村内にある戸建住宅（長屋又は共同住宅を除く。）で、現在使用されていない建物。
•建替え・土地の譲渡を目的としていないこと。
•公共事業等による補償の対象となっていないこと。
•住宅の不良度の判定基準（別表）による評点の合計が100点以上であるもの

○対象者の要件（次のすべてに該当する者）

•空き家の所有者またはその相続人（個人に限る） 
•村税等の滞納をしていない者 
•共有者又は複数の相続人がいる場合は、申請者以外の共有者又は相続人から解体の同意を得
　られていること

○補助金額

•空き家の解体工事費の３分の１以内で上限１００万円 
　（家財道具の撤去、運搬、処分費も含む）。

○重要事項

•交付決定を受ける前に、工事の契約又は着手された場合には、補助金の対象となりません。
•令和３年６月末までに事前相談がされ、翌年２月末までに完了する解体工事が対象となりま
　す。
•各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払ができないことがあります。
•建築物を解体することにより、翌年度より土地の固定資産税額が増額になる場合があります。

　

詳しくは下記までご相談ください。

問い合わせ先 

戸沢村役場 建設水道課建設係　ＴＥＬ ０２３３−７２−２５４７／ＦＡＸ ０２３３−７２−２１１６

令和３年度 戸沢村老朽危険空き家解体事業費補助金のお知らせ
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産 業 振 興 課 か ら の お 知 ら せ

　公益財団法人やまがた農業支援センターでは、農地中間管理機構として、農地中間管理事業の推進に
関する法律第17条の規定により、以下のとおり農用地等の借受希望者を募集します。
　
１　応 募 方 法

　農用地等の借受希望者の募集・受付は市町村担当窓口で行います。申込用紙は産業振興課窓口にあ
りますので、所定の事項を記入のうえ、ご提出ください。
（申込み用紙は、下記のホームページからもダウンロードできますのでご活用ください。）

　
２　募 集 期 間　　令和３年５月７日（金）～令和４年２月２８日（月）
　
３　取りまとめ日　　１回目　令和３年　７月３０日（金）　
　　　　　　　　　　２回目　令和３年　８月３１日（火）　
　　　　　　　　　　３回目　令和３年１０月３１日（日）　
　　　　　　　　　　４回目　令和３年１１月３０日（火）　
　　　　　　　　　　５回目　令和３年１２月２８日（火）　
　　　　　　　　　　６回目　令和４年　２月２８日（月）
　　　　　　　　　　※上記日に取りまとめのうえ公表します。
　
４　募集区域

　募集の対象となる区域については、下記のホームページか市町村窓口でご確認ください。借受けを
希望する区域が２以上ある場合は、募集区域ごとに申込みが必要となります。
　借受希望区域が他市町村の場合は、当該市町村に申込みすることとなります。

　
５　申込みに当たっての留意点

①　農地中間管理事業を利用して、集積協力金を受けたい場合や令和４年度からの農地の利用を希望
する場合は、２回目の取りまとめ日までに応募くださるようお願いします。

②　既に募集に応募しており公表されている方は、申込み内容が継続されますので、改めて応募する
必要はありません。

③　応募いただいた場合、一部内容を、インターネット等で公表することになりますので、ご承諾い
ただく必要があります。詳しくは申込書をご覧ください。

◎　農用地等の貸付希望者（出し手）の申し出を受付します。
　農用地等の貸付希望の申し出（申込み）用紙は、戸沢村産業振興課窓口にありますので、所定の
事項を記入のうえ、ご提出ください。

　　　　　　　　　　　　　　戸沢村役場 産業振興課　℡ 7 2 ‐ 2 5 2 7（内線255）
　　　　　　　　　　　　　　公益財団法人 やまがた農業支援センター

山形市緑町一丁目９番30号　緑町会館６階　ＴＥＬ：023-631-0697　ＦＡＸ：023-624-6019
ＵＲＬ：http://www.yamagata-nogyo-sc.or.jp　

農地中間管理事業による農用地等の借り手を募集します。

相談窓口・問い合わせ先
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　　人事院では、次のとおり国家公務員採用試験を実施します。

試験名 申込受付期間 第１次試験日

一般職（大卒程度） 申込期間は終了しております。
ご了承ください。 ６月１３日（日）

一般職（高卒程度） 【インターネット】６月２１日（金）9：00
　　　　　～６月３０日（水）［受信有効］ ９月　５日（日）

　なお、申込方法や受験資格等の詳
しい内容については、人事院ホーム
ページまたは右記の担当にお問い合
わせください。

　令和２年の春山での山菜採りに伴う山岳遭難（事故）は、17件（うち死者４名・行方不明者３名）でした。
　そのことから、山菜採りに行く際には以下のことを厳守していただき、山岳事故防止に努めていただきます
ようよろしくお願いいたします。

①　家族等に行き先を告げ、複数人で入山すること。
②　携帯電話機を持参し、道に迷ったら来た道を戻ること。道が分からない場合は、携帯電話の通じる見晴ら

しの良い場所で救助を要請すること。
③　事故防止の装備品を身に着け、急斜面に入る際には、必ず命綱を付けること。
④　水分・非常食の他、天候の急変に備えて雨具を持参すること。
⑤　体調不良時等は無理に入山しないこと。
⑥　クマとの遭遇を避けるため、クマ鈴、ラジオ等を持参すること。

国家公務員採用試験のお知らせ

　   戸沢駐在所よりお知らせ　　　山菜採りに伴う山岳事故の防止

問い合わせ先
・人事院東北事務局 第二課 試験係　☎ ０２２ｰ２２１ｰ２０２２
・人事院ホームページ　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

━━ infomaition ━━
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